
～安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ～ 

期間 ： ４月４日(火)～１０日(月)の７日間

全ての自転車利用者は
「ヘルメット着用」が努力義務

４月１日から

　新しい環境での勤務や新生活が始まります。

　この機会に交通ルールの遵守について考えて

みましょう。

　また、４月１日から「全ての自転車利用者の

ヘルメット着用」が努力義務になりました。

　自転車事故で亡くなられた方の致命傷となる

部位は 「頭部が約７割」 を占めます。

　ヘルメットをかぶって大切な命を守りましょう！

行事名 実施日 
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４月10日(月) 

家庭・学校・地域が一体となり

安全で安心な交通環境を構築し

新入学（園）児の交通事故防止

を図る

《 期間中 主要行事 》

運動の目的

　　　発行　静岡県 くらし交通安全課
　　　　　　（電話　054-221-2104)

くらし交通安全課
 twitter


